
会     議     録 

 

会議名   平成２３年度第１回小金井市学童保育所運営協議会 

 事務局 

（担当課） 

児童青尐年課 

開催日時 平成２３年４月２５日（月）午後７時０５分～２１時 

開催場所  ８０１会議室 

出

席

者 

委員 高橋委員長、水谷委員、鴨下委員、千野委員、原島委員、齋藤委員、三井委員、

堀米委員、中山委員、曽我委員、深澤委員、小澤委員、仙澤委員、中山委員。 

事務局 越学童保育係長 

会議次第 １ 開会 

２ 委嘱状の伝達 

３ 議題    

（１）副委員長の選出について 

（２）学童保育の保育内容について 

（３）その他 

３ 閉会 

会議結果 （１）副委員長の選出について  

・副委員長は小金井市学童保育所運営協議会設置要領第５条に基づき、鴨下委員

に決定した。 

 

［確認事項］ 

会議の開催について 

・従前どおり月１回程度の開催とする。 

・次回以降の開催日程について、市が２～３候補日を示し、運営協議会において

日程を決定する。 

・開催通知等については、メールにより委員に送付する。 

・傍聴については認めないが、今後要望があった場合には検討する。 

 

会議録の作成について 

・市側１回と学保連側３回と交代で執り行う。今回は市側が作成する。 

・要点記録とし、市側と学保連側の区別はするが発言者の名前は入れない。 

・作成した会議録は、２週間以内にメールにて提示し、市側と学保連側双方で校

正の上、正式な記録とし、市のホームぺ―ジで公開する。 

・協議会の速報は学保連の責任で外部に報告するのは可とする。 

 

（２）学童保育の保育内容について 

ア 平成２２年度学童保育所アンケート集計（速報）についての説明（市） 



・対象は、平成２３年２月現在学童保育所を利用している児童の保護者及び４月

に新たに利用を予定している児童の保護者とし、世帯で１枚とした。 

・アンケート内容については、第１１回運営協議会にて市側と学保連側と協議し

て作成した。現時点での学童保育所利用者（利用予定者）の現状把握とニーズ

の調査が目的である。 

・質問３、４、６について、新１年生は回答不要としているが、この集計では制

限をかけず、回答数に入れた。 

・質問７（３）について、（２）で利用すると答えた方への設問であるが、この

集計では制限をかけず、回答数に入れた。 

・質問１０（１）について、例えば父は⑥、母は③等複数回答がある。（２）に

ついて日によって違う等の理由で複数回答がある。  

・記述式のところについては、今回は速報なので省略してある。もう尐しお時間

をいただき記述部分をお示ししたい。 

・集計は１枚（１世帯）ごとにしているので、集計のやり方は工夫できる。次回、

アンケートの活用の仕方を検討したい。 

・次回協議会まで市が全てデータおこしをして双方で検証する。 

 

［出された意見 ］ 

・学年ごとに集計できるのか。（学） 

・学童保育所ごとに集計できるのか。（学） 

・記述部分も見たいので出して欲しい。（学） 

・質問７（１）について、特に１年生の場合の利用したい時間を知りたい。（学） 

 

イ さくらなみ学童保育所、たけとんぼ学童保育所建替工事図面についての説明

（市） 

・平成２３年度、学童保育所建替工事を予定しており、運営協議会の場に図面を

お示ししていないので、お示しした。 

・ご意見・ご要望等については各学童保育所父母会と随時打ち合わせを進めてき

た。今後、業者や日程が決まったら、その都度お知らせしたい。 

 

（３）その他 

①３月３日、小金井市学童保育連絡協議会より提出した「小金井市内全学童保育

所の一日保育日の開所時刻についての要望書」の回答はどうなったか。（学） 

・時間延長について、朝だけの実施もできないのか。（学） 

・委託したところでないと延長するということにならないのか。（学） 

・何らかの形で、次回お答えする。（市） 

 

・学童保育所運営協議会は、学童保育所運営の上の諸問題の解決、学童保育所の



在り方について調査、立案を所掌するとある。学保連が持つ問題、指導員が持

つ問題、これらを委員が共有し、問題解決を図っていただきたい。（学） 

・ ①２所運営の体制 ②障害児への対応 ③時間延長 ④ひろば事業 ⑤一時

保育 ⑥仕様書 ⑦選考基準 ⑧保護者／運営団体／市の協議体制の８項目

が引き続き検討していく内容である。（学） 

 

②学童保育所運営基準の改訂版はどうなったか。（学） 

・次回までに電子データで提出したい。（市） 

 

③計画停電について 

・計画停電に関連して、サマータイムが実施されると保護者の出勤時間が今より

早くなることも考えられる。何か対策はないのか。（学） 

・夜の計画停電が実施されるとひとり親家庭などは子どもを一人で留守番させる

ことになる。（学） 

・学童保育の域を越えているので難しい。（市） 

 

④地震発生時の情報の提供について 

・地震が起きた時、皆が電話を使用することもあり繫がりにくくなった。小学校

ではメール配信をしているようだ。学童保育所でも何か出来ないのか。（学） 

・安全安心メールのようなものはどうか。（学） 

・緊急時の対応については、検討していく。（市） 

 

⑤みなみ学童保育所の入所児童数が７１人となったが、今後、建替えの方針はあ

るのか。（学） 

・方針はある。（市） 

 

 

・次回日程は５月２３日か２４日に開催予定。 

 

 

 

 


